
- 1 -

秋田県公安委員会規則第６号

秋田県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和６年３月22日

秋田県公安委員会委員長 遠 藤 優 子

秋田県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則

秋田県警察の組織に関する規則（昭和45年秋田県公安委員会規則第３号）の一部を次のとおり改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後 改正前

略 略

（警察本部の部、課等） （警察本部の部、課等）

第３条の２ 警察本部の次表左欄に掲げる課等に、当該 第３条の２ 警察本部の次表左欄に掲げる課等に、当該

右欄に掲げる組織（以下「室等」という ）を置く。 右欄に掲げる組織（以下「室等」という ）を置く。。 。

課等 組織 課等 組織

略 略 略 略

警備第二課 警衛・警護室 警備第二課

航空隊 航空隊

略 略

（生活安全部各課の所掌事務） （生活安全部各課の所掌事務）

第４条の２ 生活安全部各課の所掌事務は、次のとおり 第４条の２ 生活安全部各課の所掌事務は、次のとおり

とする。 とする。

略 略

サイバー犯罪対策課 サイバー犯罪対策課

(1) サイバーセキュリティ戦略に関すること。 (1) サイバーセキュリティ戦略に関すること。

(2) サイバー犯罪対策に関すること。 (2) サイバー犯罪対策に関すること。

(3) サイバー人材の育成に関すること。 (3) サイバー犯罪捜査に関すること。

(4) サイバー事案に対する捜査支援に関すること。

(5) 解析業務に関すること。

(6) 高度な情報技術を利用するサイバー犯罪の捜査

に関すること。

(7) 重要インフラに対するサイバー攻撃に関するこ

と。

（刑事部各課、所及び隊の所掌事務） （刑事部各課、所及び隊の所掌事務）

第５条 刑事部各課、所及び隊の所掌事務は、次のとお 第５条 刑事部各課、所及び隊の所掌事務は、次のとお

りとする。 りとする。

略 略

組織犯罪対策課 組織犯罪対策課

(1)～(6) 略 (1)～(6) 略

(7) 犯罪収益対策に関すること。 (7) 犯罪による収益の移転防止に関すること。

(8) 国際的な犯罪捜査及び当該捜査に係る調整に関 (8) 国際的な犯罪捜査及び当該捜査に係る調整に関

すること。 すること。

(9) 通訳に関すること。 (9) 通訳に関すること。

(10) 特殊詐欺に係る犯罪の捜査に関すること。

(11) 匿名・流動型犯罪グループの実態解明及び取締

りに関すること。

(12) 部内の他の課の所掌に属しない組織犯罪の取締 (10) 部内の他の課の所掌に属しない組織犯罪の取締

りに関すること りに関すること

略 略

（警察本部に置く職及び職務） （警察本部に置く職及び職務）

第16条 警察本部の組織に置く職員の職、その職務及び 第16条 警察本部の組織に置く職員の職、その職務及び

その職に充てる職員の階級又は種類は、次表のとおり その職に充てる職員の階級又は種類は、次表のとおり

とする。 とする。

階級又は 階級又は組織 職 組織 職職務 職務
種類 種類
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略 略 略 略 略 略 略 略

交通部 略 略 警視 交通部 略 略 警視

学校 副校長 略 警部 学校 副校長 略

略 略 略 略 略 略 略 略

略 略

附 則

この規則は、令和６年３月25日から施行する。


